


１ 乙は、活動の実施の都度、実施場所ごとに責任者を配置するとともに、事故の未然防止

に必要な措置、事故発生時等の連絡等の緊急体制の確保及び事後措置等について万全を

期すること。 

２ 乙は、本協定に基づく活動の参加者の安全を責任をもって確保するものとする。万一、

活動に伴い事故が発生し、活動参加者が負傷等した場合の補償等の責任の所在について、

あらかじめ明確にしておくこととする。 

第９ (経費の負担) 

活動の実施に要する経費は、乙が負担するものとする。 

第 10 (立木竹等の所有権等の権利) 

乙は、協定締結期間中及び協定締結終了後のいずれにおいても、実施箇所の土地、立

木等についての所有権及び、活動により生ずる全ての権利を有しないものとする。 

第 11 (施設の設置等) 

１ 乙は、活動に必要な施設を設置する場合は、仮設工作物等簡易なものであって、土地の

形質変更が軽微なものに限るものとし、施設の設置計画等についてあらかじめ甲に連絡

し、調整を行うものとする。 

２ 乙は、活動が終了した場合には、設置した施設を収去するものとする。ただし、甲がそ

の必要がないと認めたときはこの限りではない。 

第 12 (法令等の遵守) 

乙は、活動の対象となる国有林野に係る法令等による規定を遵守するものとする。 

第 13 (山火事防止等の措置) 

１ 乙は、当該実施箇所及びその周辺において、土砂の崩壊もしくは流出、火災等の災害又

はその他の被害が発生し、又は発生のおそれがある場合には、遅滞なく甲に届け出るも

のとする。 

２ 乙は、活動参加者に対して、当該箇所及びその周辺における火災防止に充分留意し、山

火事防止に万全を期すとともに、万一、山火事が発生した場合には、直ちに甲及び消防

関係機関等に連絡するものとする。 

３ 乙は、活動参加者に対して、活動に伴うゴミの始末等の注意を呼びかけ、当該実施箇所

及びその周辺における環境美化に努めるものとする。 

第 14 (損害賠償) 

乙及び活動実施者は、その責に帰すべき事由により、立木竹、その他の国有財産に損

害を与えた場合には、これに相当する金額を補償するものとする。 

第 15 (活動の円滑な実施への協力) 

甲は、活動が円滑に実施されるよう、活動の開始に当たっての現地案内及び説明並び

に活動計画の策定に当たっての助言等の協力を行うものとする。 

第 16 (社会貢献の森の適切な管理) 

甲は、社会貢献の森が国民により自主的に整備等されるものであることを踏まえ、適

切な管理を行うものとする。 













  

社会貢献の森 位置図 

「TOA育みの森」 １．１０ha 

兵庫県姫路市 方蓮山国有林５４２へ林小班 

縮尺 1：20,000 
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社会貢献の森 位置図 

「TOA育みの森」 １．１０ha 

兵庫県姫路市 方蓮山国有林５４２へ林小班 

縮尺 1：5,000 




